
地域保健対策の推進に関する基本的な指針の概要
（平成24年7月31日厚生労働省告示第464号）

６ 科学的根拠に基づいた地域保健の推進

国、都道府県及び市町村は、地域保健に関する情報の評価

等を行い、その結果を計画に反映させるとともに、関係者
や地域住民に広く公表することを通じて、地域の健康課題
と目標の共有化を図り、地域保健対策を一体的に推進する
ことが重要であること。

７ 保健所の運営及び人材確保に関する事項
保健所は、専門的な立場から企画、調整、指導及びこれら
に必要な事業等を行い、市町村への積極的な支援に努める
こと。

８ 地方衛生研究所の機能強化

地方衛生研究所を設置する自治体は、サーベイランス機能

の強化や迅速な検査体制の確立等が求められていることを
踏まえ、技術的中核機関としての地方衛生研究所の一層の
機能強化を図ること。

９ 快適で安心できる生活環境の確保

都道府県、国等は、食中毒等に係る情報共有体制の強化
や食品衛生監視員等の資質向上等を通じた保健所機能の強
化に努めるとともに、生活衛生同業組合等の関係団体に対
する指導・助言に努め、営業者の自主的な衛生管理等を通
じた食品安全・生活衛生等の施策の推進を図ること。

１０ 国民の健康増進及びがん対策等の推進

健康増進計画の策定・実施等の取組を行う場合、ソー

シャルキャピタルを活用した地域の健康づくりに関係する
Ｎ Ｐ Ｏ 等との連携及び協力も強化すること。また、地域
のがん対策、肝炎対策、歯科口腔保健の推進に関し、それ
ぞれ必要な施策を講じること。

１ ソーシャルキャピタルを活用した自助及び共助
の支援の推進

地域保健対策の推進に当たって、地域のソーシャル
キャピタル（信頼、社会規範、ネットワークといった社
会関係資本等）を活用し、住民による自助及び共助への
支援を推進すること。

２ 地域の特性をいかした保健と福祉の健康な

まちづくりの推進

市町村は、学校や企業などの地域の幅広い主体との連

携を進め、住民との協働による健康なまちづくりを推進
すること。

３ 医療、介護及び福祉等の関連施策との連携強化

市町村は、保健と介護及び福祉を一体的に提供できる
体制整備に努め、都道府県及び保健所は、管内の現状を
踏まえ、医療、介護等のサービスの連携体制の強化に努
めること。

４ 地域における健康危機管理体制の確保

○都道府県及び市町村は、大規模災害時を想定し、被災地
以外の自治体や国とも連携した情報収集体制や保健活動
の全体調整、保健活動への支援等の体制を構築すること。

○国は、広域的な災害保健活動に資する人材育成支援や
保健師等について迅速に派遣のあっせん・調整できる仕
組みの構築を行うこと。

５ 学校保健との連携

保健所及び市町村保健センターは、学校保健委員会や

より広域的な協議の場に可能な限り参画し、連携体制の
強化に努めること。

「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」は、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第四条第一項の規定に基づき、市町村、

都道府県、国等が取り組むべき方向を示すことにより、地域保健対策の円滑な実施及び総合的な推進を図ることを目的としています。
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